
昭
和
四
十
六
年
郵
政
省
令
第
二
号

有
線
電
気
通
信
設
備
令
施
行
規
則

有
線
電
気
通
信
設
備
令
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。

一
　
令
　
有
線
電
気
通
信
設
備
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
百
三
十
一
号
）

二
　
強
電
流
裸
電
線
　
絶
縁
物
で
被
覆
さ
れ
て
い
な
い
強
電
流
電
線

三
　
強
電
流
絶
縁
電
線
　
絶
縁
物
の
み
で
被
覆
さ
れ
て
い
る
強
電
流
電
線

四
　
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
　
絶
縁
物
及
び
保
護
物
で
被
覆
さ
れ
て
い
る
強
電
流
電
線

五
　
電
車
線
　
電
車
に
そ
の
動
力
用
の
電
気
を
供
給
す
る
た
め
に
使
用
す
る
接
触
強
電
流
裸
電
線
及
び
鋼
索
鉄
道
の
車
両
内
の
装
置
に
電
気
を
供
給
す
る
た
め
に
使
用
す
る
接
触
強
電
流
裸
電
線

六
　
低
周
波
　
周
波
数
が
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
下
の
電
磁
波

七
　

大
音
量
　
通
信
回
線
に
伝
送
さ
れ
る
音
響
の
電
力
を
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
し
た
値

八
　
低
圧
　
直
流
に
あ
つ
て
は
七
五
〇
ボ
ル
ト
以
下
、
交
流
に
あ
つ
て
は
六
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
電
圧

九
　
高
圧
　
直
流
に
あ
つ
て
は
七
五
〇
ボ
ル
ト
を
、
交
流
に
あ
つ
て
は
六
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
、
七
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
電
圧

十
　
特
別
高
圧
　
七
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
る
電
圧

（
使
用
可
能
な
電
線
の
種
類
）

第
一
条
の
二
　
令
第
二
条
の
二
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
他
人
の
設
置
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
に
妨
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な

く
、
か
つ
、
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
物
件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
設
置
す
る
場
合
と
す
る
。

（
一
定
の
平
衡
度
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
条
　
令
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
通
信
回
線
が
、
線
路
に
直
流
又
は
低
周
波
の
電
流
を
送
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

二
　
通
信
回
線
が
、
他
人
の
設
置
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
に
対
し
て
妨
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
電
線
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

三
　
通
信
回
線
が
、
強
電
流
電
線
に
重
畳
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

四
　
通
信
回
線
が
、
他
の
通
信
回
線
に
対
し
て
与
え
る
妨
害
が
絶
対
レ
ベ
ル
で
表
し
た
値
で
マ
イ
ナ
ス
五
八
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
通
信
回
線
が
、
線
路
に
音
声
周
波
又
は
高
周
波
の
電
流
を
送
る
通
信
回
線
で
あ
つ
て
増
幅
器
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
与
え
る
妨
害
が
、
そ
の
受
端
の
増
幅
器
の
入
力
側
に
お
い
て
絶
対
レ
ベ
ル
で
表
し
た
値
で
、
被
妨
害
回
線

の
線
路
の
電
流
の
周
波
数
が
音
声
周
波
で
あ
る
と
き
は
、
マ
イ
ナ
ス
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
高
周
波
で
あ
る
と
き
は
、
マ
イ
ナ
ス
八
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
と
き
。

ロ
　
通
信
回
線
が
、
線
路
に
直
流
又
は
低
周
波
の
電
流
を
送
る
通
信
回
線
で
あ
つ
て
大
地
帰
路
方
式
の
も
の
に
対
し
て
与
え
る
妨
害
が
、
そ
の
妨
害
を
う
け
る
通
信
回
線
の
受
信
電
流
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
そ
の
受
信
電
流
が
五
ミ

リ
ア
ン
ペ
ア
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
〇
・
二
五
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
）
以
下
で
あ
る
と
き
。

五
　
被
妨
害
回
線
を
設
置
す
る
者
が
承
諾
す
る
と
き
。

２
　
同
一
の
者
が
設
置
す
る
二
以
上
の
通
信
回
線
が
他
人
の
設
置
す
る
通
信
回
線
に
対
し
て
同
時
に
妨
害
を
与
え
る
場
合
は
、
前
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
同
一
の
者
が
設
置
す
る
通
信
回
線
を
一
の
通
信
回
線
と

み
な
す
。

３
　
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
妨
害
は
、
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
平
衡
度
の
測
定
方
法
は
、
別
に
告
示
す
る
測
定
回
路
を
用
い
る
も
の
と
し
、
送
端
で
測
定
し
た
値
と
受
端
で
測
定
し
た
値
と
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
小
な
る
も
の
を
通
信
回

線
の
平
衡
度
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
通
信
回
線
の
電
力
）

第
三
条
　
令
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
通
信
回
線
が
、
ラ
ジ
オ
放
送
を
行
う
た
め
の
有
線
電
気
通
信
設
備
（
音
声
周
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
電
力
が

大
音
量
に
お
い
て
五
〇
ワ
ツ
ト
（
同
一
の
支
持
物
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ
る
二
以

上
の
通
信
回
線
に
あ
つ
て
は
、
電
力
の
合
計
が

大
音
量
に
お
い
て
五
〇
ワ
ツ
ト
）
以
下
で
あ
る
と
き
。

二
　
通
信
回
線
が
、
強
電
流
電
線
に
重
畳
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
電
力
が
送
信
装
置
の
出
力
（
強
電
流
電
線
及
び
こ
れ
を
支
持
し
、
又
は
保
蔵
す
る
工
作
物
（
以
下
「
強
電
流
線
路
」
と
い
う
。
）
の
故
障
区
間
に
電
流
が
流
れ

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
設
置
す
る
保
護
継
電
装
置
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
動
作
さ
せ
る
信
号
の
電
力
を
除
く
。
）
で
一
〇
ワ
ツ
ト
以
下
で
あ
る
と
き
。

三
　
前
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
通
信
回
線
で
あ
る
と
き
。

（
架
空
電
線
の
支
持
物
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
間
の
離
隔
距
離
）

第
四
条
　
令
第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
値
は
、
次
の
各
号
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
高
圧
が
低
圧
又
は
高
圧
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
及
び
種
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
及
び
種
別

離
隔
距
離

低
圧

三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

1



高
圧

強
電
流
ケ
ー
ブ
ル

三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

そ
の
他
の
強
電
流
電
線

六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

二
　
架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
が
特
別
高
圧
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
及
び
種
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
及
び
種
別

離
隔
距
離

三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の

強
電
流
ケ
ー
ブ
ル

五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

特
別
高
圧
強
電
流
絶
縁
電
線

一
メ
ー
ト
ル

そ
の
他
の
強
電
流
電
線

二
メ
ー
ト
ル

三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
六
〇
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の

二
メ
ー
ト
ル

六
〇
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
る
も
の

二
メ
ー
ト
ル
に
使
用
電
圧
が
六
〇
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
る
一
〇
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
値

（
電
柱
の
安
全
係
数
）

第
五
条
　
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
電
柱
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
当
該
電
柱
の
安
全
係
数
は
、
木
柱
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
、
鉄
柱
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
柱
に
あ
つ
て
は
、
一
・
〇
以
上
の
値
と
す
る
。

電
柱
の
区
別

安
全
係
数

一
　
道
路
上
に
、
又
は
道
路
か
ら
そ
の
電
柱
の
高
さ
の
一
・
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
以
内
の
場
所
に
設
置
す
る
電
柱
（
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
を
架
設
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
・
二

二
　
次
の
い
ず
れ
か
の
架
空
電
線
を
架
設
す
る
電
柱
（
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
を
架
設
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
建
造
物
か
ら
そ
の
電
柱
の
高
さ
に
相
当
す
る
距
離
以
内
に
接
近
す
る
架
空
電
線

ロ
　
架
空
電
線
（
他
人
の
設
置
し
た
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
架
空
強
電
流
電
線
と
交
差
し
、
又
は
そ
の
電
柱
の
高
さ
に
相
当
す
る
距
離
以
内
に
接
近
す
る
架
空
電
線

ハ
　
鉄
道
若
し
く
は
軌
道
か
ら
そ
の
電
柱
の
高
さ
に
相
当
す
る
距
離
以
内
に
接
近
し
、
又
は
道
路
、
鉄
道
若
し
く
は
軌
道
を
横
断
す
る
架
空
電
線

一
・
二

三
　
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
を
架
設
す
る
電
柱

一
・
五

四
　
架
空
電
線
と
特
別
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
を
架
設
す
る
電
柱

二
・
〇

２
　
電
柱
に
支
線
又
は
支
柱
を
施
設
し
た
支
持
物
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
支
持
物
の
安
全
係
数
を
そ
の
電
柱
の
安
全
係
数
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
表
の
四
の
項
中
「
二
・
〇
」
と
あ
る

の
は
「
一
・
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
安
全
係
数
の
計
算
方
法
は
、
別
に
告
示
す
る
。

（
風
圧
荷
重
）

第
六
条
　
令
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
風
圧
荷
重
は
、
次
の
三
種
と
す
る
。

一
　
甲
種
風
圧
荷
重
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
風
圧
を
受
け
る
物
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
の
物
の
垂
直
投
影
面
の
風
圧
が
加
わ
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
荷
重

風
圧
を
受
け
る
物

そ
の
物
の
垂
直
投
影
面
の
風
圧

木
柱
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
柱

七
八
〇
パ
ス
カ
ル

鉄
柱

円
筒
柱

七
八
〇
パ
ス
カ
ル

三
角
柱
又
は
ひ
し
形
柱

一
、
八
六
〇
パ
ス
カ
ル

角
柱
（
鋼
管
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

一
、
四
七
〇
パ
ス
カ
ル

そ
の
他
の
も
の

二
、
三
五
〇
パ
ス
カ
ル

鉄
塔

鋼
管
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
も
の

一
、
六
七
〇
パ
ス
カ
ル

そ
の
他
の
も
の

二
、
八
四
〇
パ
ス
カ
ル

電
線
又
は
ち
よ
う
架
用
線

九
八
〇
パ
ス
カ
ル

腕
金
類
又
は
函
類

一
、
五
七
〇
パ
ス
カ
ル

二
　
乙
種
風
圧
荷
重
　
電
線
又
は
ち
よ
う
架
用
線
に
比
重
〇
・
九
の
氷
雪
が
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
付
着
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
風
圧
を
受
け
る
物
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

そ
の
物
の
垂
直
投
影
面
の
風
圧
の
二
分
の
一
の
風
圧
が
加
わ
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
荷
重

三
　
丙
種
風
圧
荷
重
　
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
風
圧
を
受
け
る
物
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
の
物
の
垂
直
投
影
面
の
風
圧
の
二
分
の
一
の
風
圧
が
加
わ
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
荷
重
で
あ
つ
て
、

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

２
　
令
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
柱
の
安
全
係
数
は
、
市
街
地
以
外
の
地
域
で
あ
つ
て
、
氷
雪
の
多
い
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
、
甲
種
風
圧
荷
重
、
氷
雪
の
多
い
地
域
に
お
い
て
は
、
甲
種
風
圧
荷
重
又
は
乙
種
風
圧
荷
重

の
う
ち
い
ず
れ
か
大
で
あ
る
も
の
、
市
街
地
に
お
い
て
は
、
丙
種
風
圧
荷
重
が
加
わ
る
も
の
と
し
て
計
算
す
る
。

（
架
空
電
線
の
支
持
物
の
昇
塔
防
止
）

第
六
条
の
二
　
令
第
七
条
の
二
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
合
と
す
る
。

一
　
足
場
金
具
等
が
支
持
物
の
内
部
に
格
納
で
き
る
構
造
で
あ
る
と
き
。

二
　
支
持
物
の
周
囲
に
取
扱
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
、
さ
く
、
塀
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
を
設
け
る
と
き
。
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三
　
支
持
物
を
、
人
が
容
易
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
場
所
に
設
置
す
る
と
き
。

（
架
空
電
線
の
高
さ
）

第
七
条
　
令
第
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
架
空
電
線
の
高
さ
は
、
次
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
架
空
電
線
が
道
路
上
に
あ
る
と
き
は
、
横
断
歩
道
橋
の
上
に
あ
る
と
き
を
除
き
、
路
面
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
（
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
場
合
で
工
事
上
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
歩
道
と
車
道
と
の
区
別
が
あ
る

道
路
の
歩
道
上
に
お
い
て
は
、
二
・
五
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
道
路
上
に
お
い
て
は
、
四
・
五
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
架
空
電
線
が
横
断
歩
道
橋
の
上
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
路
面
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
架
空
電
線
が
鉄
道
又
は
軌
道
を
横
断
す
る
と
き
は
、
軌
条
面
か
ら
六
メ
ー
ト
ル
（
車
両
の
運
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
よ
り
低
い
場
合
は
、
そ
の
高
さ
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
架
空
電
線
が
河
川
を
横
断
す
る
と
き
は
、
舟
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
で
あ
る
こ
と
。

（
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
離
隔
距
離
で
架
空
電
線
を
設
置
で
き
る
場
合
）

第
七
条
の
二
　
令
第
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
と
き
（
第
四
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
き
架
空
電
線
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
他
人
に
架
空
電
線
を
設
置
す
る

こ
と
に
つ
い
て
通
知
を
行
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
設
置
し
よ
う
と
す
る
架
空
電
線
を
既
に
設
置
さ
れ
た
架
空
電
線
と
束
ね
て
同
一
の
位
置
に
設
置
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
設
置
し
よ
う
と
す
る
架
空
電
線
に
係
る
中
継
器
そ
の
他
の
機
器
の
設
置
場
所
が
既
に
設
置
さ
れ
た
架

空
電
線
に
係
る
中
継
器
そ
の
他
の
機
器
の
設
置
場
所
と
異
な
る
と
き
。

二
　
架
空
電
線
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
電
柱
の
所
有
者
（
以
下
「
電
柱
所
有
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
電
柱
に
腕
金
類
を
設
置
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
電
柱
所
有
者
が
指
定
す
る
位
置
に
架
空
電
線
を
設
置
す
る
と
き
。

三
　
架
空
電
線
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
が
電
柱
所
有
者
の
承
諾
を
得
て
電
柱
に
腕
金
類
を
設
置
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
電
柱
所
有
者
が
指
定
す
る
位
置
に
架
空
電
線
を
設
置
す
る
と
き
。

四
　
架
空
電
線
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
と
そ
の
他
人
が
令
第
九
条
た
だ
し
書
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
き
。

２
　
前
項
の
通
知
は
、
架
空
電
線
の
設
置
の
工
事
の
開
始
の
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
て
、
又
は
架
空
電
線
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
と
電
柱
所
有
者
と
の
間
の
協
議
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も

の
及
び
設
置
し
よ
う
と
す
る
架
空
電
線
の
設
置
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書
を
添
付
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
架
空
電
線
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
電
柱
の
所
在
地
及
び
電
柱
番
号

二
　
材
質
、
長
さ
、
強
度
、
架
線
状
況
、
変
電
装
置
の
有
無
そ
の
他
架
空
電
線
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
電
柱
の
状
況

三
　
架
空
電
線
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
電
柱
に
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る
架
空
電
線
の
状
況
（
工
作
物
が
あ
る
場
合
は
そ
の
内
容
を
含
む
。
）

四
　
設
置
し
よ
う
と
す
る
架
空
電
線
の
設
置
予
定
位
置
及
び
地
上
高
、
設
置
し
よ
う
と
す
る
架
空
電
線
及
び
そ
れ
に
係
る
中
継
器
そ
の
他
の
機
器
と
既
に
設
置
さ
れ
た
架
空
電
線
及
び
そ
れ
に
係
る
中
継
器
そ
の
他
の
機
器
と
の
離
隔

距
離
そ
の
他
設
置
し
よ
う
と
す
る
架
空
電
線
の
概
要
を
示
す
図

五
　
設
置
し
よ
う
と
す
る
架
空
電
線
の
設
置
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

六
　
架
空
電
線
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
電
柱
の
写
真

七
　
そ
の
他
特
記
す
べ
き
事
項

（
保
護
網
）

第
八
条
　
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
る
保
護
網
の
種
類
は
、
次
の
二
種
と
し
、
そ
の
構
成
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
種
保
護
網

イ
　
特
別
保
安
接
地
工
事
（
接
地
抵
抗
が
一
〇
オ
ー
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
接
地
す
る
工
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
金
属
線
に
よ
る
網
状
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
保
護
網
の
外
周
を
構
成
す
る
金
属
線
に
は
、
直
径
三
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
銅
覆
鋼
線
又
は
直
径
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
硬
銅
線
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
も
の
を
使
用
し
、
そ
の
他
の
部
分
を
構
成
す
る
金

属
線
に
は
、
直
径
三
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
銅
覆
鋼
線
又
は
直
径
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
硬
銅
線
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

ハ
　
平
行
す
る
金
属
線
相
互
間
の
距
離
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

二
　
第
二
種
保
護
網

イ
　
保
安
接
地
工
事
（
接
地
抵
抗
が
一
〇
〇
オ
ー
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
接
地
す
る
工
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
金
属
線
に
よ
る
網
状
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
縦
線
に
あ
つ
て
は
、
直
径
三
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
銅
覆
鋼
線
又
は
直
径
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
硬
銅
線
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
も
の
、
横
線
に
あ
つ
て
は
、
直
径
二
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
硬
銅
線
又
は

こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

ハ
　
平
行
す
る
金
属
線
相
互
間
の
距
離
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

２
　
保
護
網
は
、
次
に
よ
り
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
保
護
網
と
架
空
電
線
と
の
垂
直
離
隔
距
離
は
、
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
工
事
上
や
む
を
得
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
第
二
種
保
護
網
に
つ
い
て
は
、
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
保
護
網
が
架
空
電
線
及
び
架
空
強
電
流
電
線
の
外
に
張
り
出
す
幅
は
、
保
護
網
と
架
空
電
線
と
の
間
の
垂
直
距
離
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
長
さ
（
そ
の
長
さ
が
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
と
な
る
場
合
は
、
三
〇
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
）
以
上
と
す
る
こ
と
。

３
　
第
二
種
保
護
網
は
、
第
一
種
保
護
網
を
も
つ
て
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
第
一
種
保
護
網
は
、
第
二
種
保
護
網
を
も
つ
て
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
保
護
線
）

第
九
条
　
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
る
保
護
線
の
種
類
は
、
次
の
二
種
と
し
、
そ
の
構
成
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
種
保
護
線

イ
　
直
径
三
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
銅
覆
鋼
線
又
は
直
径
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
硬
銅
線
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
も
の
を
二
条
以
上
使
用
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
に
保
安
接
地
工
事
を
す
る
こ
と
。
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ロ
　
イ
の
金
属
線
相
互
間
の
距
離
は
、
七
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
第
二
種
保
護
線

直
径
三
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
銅
覆
鋼
線
又
は
直
径
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
硬
銅
線
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
も
の
を
使
用
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
に
保
安
接
地
工
事
を
す
る
こ
と
。

２
　
保
護
線
は
、
次
に
よ
り
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
架
空
電
線
と
四
五
度
を
こ
え
る
水
平
角
度
で
交
差
す
る
こ
と
。

二
　
保
護
線
と
架
空
電
線
と
の
垂
直
離
隔
距
離
は
、
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

三
　
保
護
線
が
架
空
電
線
の
外
部
に
張
り
出
す
長
さ
は
、
保
護
線
と
架
空
電
線
と
の
間
の
垂
直
距
離
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
長
さ
（
そ
の
長
さ
が
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
と
な
る
場
合
は
、
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と

す
る
こ
と
。

３
　
第
二
種
保
護
線
は
、
第
一
種
保
護
線
を
も
つ
て
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
第
一
種
保
護
線
は
、
第
二
種
保
護
線
を
も
つ
て
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
の
交
差
又
は
接
近
）

第
十
条
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
電
線
が
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
交
差
し
、
又
は
同
条
に
規
定
す
る
距
離
以
内
に
接
近
す
る
場
合
に
は
、
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
離
隔
距
離
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
及
び
種
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
し
、
か
つ
、
架
空
電
線
は
、
架
空
強
電
流
電
線
の
下
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
及
び
種
別

離
隔
距
離

低
圧
高
圧
強
電
流
絶
縁
電
線
、
特
別
高
圧
強
電
流
絶
縁
電
線
又
は
強
電
流
ケ
ー
ブ

ル

三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
強
電
流
電
線
の
設
置
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

強
電
流
絶
縁
電
線

六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
強
電
流
電
線
の
設
置
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
強
電
流
電
線
が
引
込
線
で
あ
り
、
か
つ
、
架
空
電
線
が
別
に
告
示
す
る
条

件
に
適
合
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
強
電
流
電
線
の
設
置
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
）

高
圧
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル

四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

高
圧
強
電
流
絶
縁
電
線
又
は
特
別
高
圧
強
電
流
絶
縁
電
線

八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

２
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
電
線
が
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
か
ら
同
条
に
規
定
す
る
距
離
以
内
に
接
近
す
る
場
合
に
お
い
て
、
工
事
上
や
む
を
得
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
規
定
に
よ
る
と
き
、
又

は
架
空
電
線
を
水
平
距
離
で
、
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
か
ら
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
に
お
い
て
設
置
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
架
空
電
線
の
支
持
物
の
倒
壊
の
際
に
、
架
空
電
線
及
び
そ
の
支
持
物
が
架
空
強
電
流
電
線
に
接

触
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
架
空
電
線
は
、
架
空
強
電
流
電
線
の
上
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
離
隔
距
離
は
、
前
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二
　
架
空
電
線
の
支
持
物
は
、
次
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
が
低
圧
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
木
柱
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
太
さ
が
末
口
で
一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
安
全
係
数
が
一
・
三
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
架
空
電
線
の
直
線
部
分
（
五
度
以
下
の
水
平
角
度
を
な
す
箇
所
を
含
む
。
）
を
支
持
す
る
支
持
物
相
互
間
の
距
離
の
差
が
大
で
あ
る
箇
所
、
架
空
電
線
が
五
度
を
こ
え
る
水
平
角
度
を
な
す
箇
所
又
は
全
架
渉
線
を
引
き
留
め
る

箇
所
に
使
用
す
る
木
柱
、
鉄
柱
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
柱
で
あ
つ
て
、
安
全
係
数
が
一
・
三
未
満
の
も
の
に
は
、
不
平
均
張
力
に
よ
る
水
平
力
に
耐
え
る
支
線
又
は
支
柱
を
設
け
る
こ
と
。

３
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
電
線
が
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
交
差
す
る
場
合
に
お
い
て
、
工
事
上
や
む
を
得
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
規
定
に
よ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

架
空
電
線
は
、
架
空
強
電
流
電
線
の
上
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
離
隔
距
離
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二
　
架
空
電
線
の
支
持
物
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
。

（
架
空
電
線
と
特
別
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
の
接
近
）

第
十
一
条
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
電
線
が
特
別
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
か
ら
同
条
に
規
定
す
る
距
離
以
内
に
接
近
す
る
場
合
に
は
、
架
空
電
線
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
架
空
強
電
流
電
線
の
下

に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
水
平
距
離
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
離
隔
距
離
は
、
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
水
平
距
離
が
三
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
架
空
電
線
は
次
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
。

イ
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
離
隔
距
離
は
、
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

ロ
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
水
平
離
隔
距
離
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（１）
　
架
空
電
線
が
直
径
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
硬
銅
線
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
で
あ
る
と
き
。

（２）
　
架
空
電
線
を
直
径
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
亜
鉛
め
つ
き
鉄
線
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
も
の
で
ち
よ
う
架
し
て
設
置
す
る
と
き
。

（３）
　
架
空
電
線
が
電
柱
か
ら
引
留
点
ま
で
の
距
離
が
一
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
引
込
線
で
あ
る
と
き
。

（４）
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
垂
直
距
離
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
と
き
。

（５）
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
間
に
第
二
種
保
護
線
（
架
空
強
電
流
線
路
が
第
二
種
特
別
保
安
工
事
（
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
第
一
種
保
護
網
）
を
設
置
す
る
と
き
。
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（６）
　
架
空
強
電
流
電
線
が
、
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
又
は
特
別
電
圧
強
電
流
絶
縁
電
線
で
あ
り
、
そ
の
使
用
電
圧
が
三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
で
あ
る
と
き
。

ハ
　
架
空
電
線
の
う
ち
架
空
強
電
流
電
線
と
の
水
平
距
離
が
三
メ
ー
ト
ル
未
満
と
な
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
る
部
分
の
長
さ
が
連
続
し
て
五
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
架
空
強
電
流
電
線
の
一
径
間
内
に
お
け
る
当
該
部
分

の
長
さ
の
合
計
が
五
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
架
空
強
電
流
線
路
の
電
圧
が
三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
第
二
種
特
別
保
安
工
事
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の

電
圧
が
三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
、
か
つ
、
第
一
種
特
別
保
安
工
事
（
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
第
二
号
の
第
二
種
保
護
線
又
は
第
一
種
保
護
網
と
特
別
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
の
垂
直
離
隔
距
離
は
、
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

２
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
電
線
が
特
別
電
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
か
ら
同
条
に
規
定
す
る
距
離
以
内
に
接
近
す
る
場
合
に
お
い
て
、
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
水
平
距
離
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
で

あ
つ
て
、
架
空
電
線
の
支
持
物
の
倒
壊
の
際
に
、
架
空
電
線
及
び
そ
の
支
持
物
が
架
空
強
電
流
電
線
に
接
触
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
、
又
は
次
の
各
号
の
規
定
に
よ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
架
空
電
線
は
、
架

空
強
電
流
電
線
の
上
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
離
隔
距
離
は
、
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二
　
架
空
電
線
及
び
そ
の
支
持
物
は
、
次
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
架
空
強
電
流
電
線
が
ケ
ー
ブ
ル
で
あ
り
、
そ
の
使
用
電
圧
が
三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
架
空
電
線
は
、
ケ
ー
ブ
ル
又
は
直
径
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
硬
銅
線
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
絶
縁
電
線
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
木
柱
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
太
さ
が
末
口
で
一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
安
全
係
数
が
一
・
五
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
架
空
電
線
の
直
線
部
分
（
五
度
以
下
の
水
平
角
度
を
な
す
箇
所
を
含
む
。
）
を
支
持
す
る
支
持
物
相
互
間
の
距
離
の
差
が
大
で
あ
る
箇
所
、
架
空
電
線
が
五
度
を
超
え
る
水
平
角
度
を
な
す
箇
所
又
は
全
架
渉
線
を
引
き
留
め
る

箇
所
に
使
用
す
る
木
柱
、
鉄
柱
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
柱
で
あ
つ
て
、
安
全
係
数
が
一
・
五
未
満
の
も
の
に
は
、
不
平
均
張
力
に
よ
る
水
平
力
に
耐
え
る
支
線
又
は
支
柱
を
設
け
る
こ
と
。

ニ
　
架
空
強
電
流
電
線
と
接
近
す
る
側
の
反
対
側
に
支
線
を
設
け
る
こ
と
。

（
架
空
電
線
と
特
別
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
の
交
差
）

第
十
二
条
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
電
線
が
特
別
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
交
差
す
る
場
合
に
は
、
架
空
電
線
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
架
空
強
電
流
電
線
の
下
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
離
隔
距
離
は
、
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二
　
架
空
強
電
流
線
路
が
、
第
二
種
特
別
保
安
工
事
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
間
に
第
二
種
保
護
線
を
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

イ
　
架
空
電
線
（
垂
直
に
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の

上
部
の
も
の
。
）
が
ケ
ー
ブ
ル
、
直
径
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
硬
銅
線
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
絶
縁
電
線
又
は
直
径
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
亜
鉛
め
つ
き
鉄
線
若
し
く
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
強
さ
の
も
の
で
ち
よ
う
架
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

ロ
　
架
空
電
線
が
電
柱
か
ら
引
留
点
ま
で
の
距
離
が
一
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
引
込
線
で
あ
る
と
き
。

ハ
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
垂
直
距
離
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
と
き
。

ニ
　
架
空
強
電
流
電
線
が
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
又
は
特
別
高
圧
強
電
流
絶
縁
電
線
で
あ
り
、
そ
の
使
用
電
圧
が
三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
で
あ
る
と
き
。

ホ
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
間
に
第
一
種
保
護
網
を
設
置
す
る
と
き
。

三
　
架
空
強
電
流
電
線
路
が
、
第
二
種
特
別
保
安
工
事
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
間
に
第
一
種
保
護
網
を
設
置
す
る
こ
と
。

四
　
架
空
電
線
の
う
ち
架
空
強
電
流
電
線
と
の
水
平
距
離
が
三
メ
ー
ト
ル
未
満
と
な
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
る
部
分
の
長
さ
は
、
五
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
架
空
強
電
流
線
路
の
電
圧
が
三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以

下
で
あ
り
、
か
つ
、
第
二
種
特
別
保
安
工
事
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
又
は
そ
の
電
圧
が
三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
、
か
つ
、
第
一
種
特
別
保
安
工
事
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

五
　
第
二
号
の
第
二
種
保
護
線
又
は
第
三
号
の
第
一
種
保
護
網
と
特
別
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
垂
直
離
隔
距
離
は
、
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

２
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
電
線
が
特
別
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
交
差
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
並
び
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
架
空
電
線
は
、
架
空
強
電
流
電
線
の
上
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
が
三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
で
あ
る
と
き
。

二
　
架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
が
三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
上
方
に
堅
ろ
う
な
防
護
装
置
を
設
け
、
そ
の
金
属
製
部
分
に
保
安
接
地
工
事
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
。

（
架
空
電
線
と
架
空
電
車
線
と
の
交
差
又
は
接
近
）

第
十
三
条
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
電
線
が
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
直
流
電
車
線
、
鋼
索
鉄
道
の
架
空
電
車
線
又
は
こ
れ
ら
と
電
気
的
に
接
続
す
る
ち
よ
う
架
用
線
（
以
下
「
電
車
線
等
」
と
い
う
。
）
と
交
差
し
、
又
は
同

条
に
規
定
す
る
距
離
以
内
に
接
近
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
架
空
電
線
と
電
車
線
等
と
の
水
平
離
隔
距
離
は
、
電
車
線
の
使
用
電
圧
が
低
圧
の
場
合
は
、
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
高
圧
の
場
合
は
、
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
車
線
等
の
設
置
者
の
承
諾
を

得
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
架
空
電
線
が
、
高
圧
の
電
車
線
等
と
四
五
度
以
下
の
水
平
角
度
で
交
差
す
る
場
合
、
又
は
高
圧
の
電
車
線
等
と
の
水
平
距
離
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
架
空
電
線
と
電
車
線
等
と
の
間
に
第
二
種
保
護
網
を
設

け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
架
空
電
線
と
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
の
水
平
距
離
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
垂
直
距
離
が
そ
の
水
平
距
離
の
一
・
五
倍
以
下
で
あ
る
と
き
。

ロ
　
架
空
電
線
と
電
車
線
等
と
の
垂
直
距
離
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
架
空
電
線
が
、
ケ
ー
ブ
ル
又
は
直
径
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
硬
銅
線
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
絶
縁
電
線
で
あ
る
と
き
。
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三
　
架
空
電
線
が
、
電
車
線
等
と
四
五
度
を
超
え
る
水
平
角
度
で
交
差
す
る
場
合
は
、
架
空
電
線
と
電
車
線
等
と
の
間
に
、
第
一
種
保
護
線
を
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
車
線
等
の
設
置
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

四
　
第
二
号
の
第
二
種
保
護
網
又
は
第
三
号
の
第
一
種
保
護
線
と
電
車
線
等
と
の
垂
直
離
隔
距
離
は
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
電
車
線
等
の
設
置
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
、
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
す
る
こ
と
。

２
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
電
線
が
交
流
電
車
線
と
同
条
に
規
定
す
る
距
離
以
内
に
接
近
す
る
場
合
に
は
、
架
空
電
線
と
交
流
電
車
線
と
の
水
平
距
離
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
か
つ
、
架
空
電
線
又
は
交
流
電
車
線

の
切
断
、
こ
れ
ら
の
支
持
物
の
倒
壊
等
の
際
に
、
架
空
電
線
が
交
流
電
車
線
と
接
触
し
な
い
よ
う
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
電
線
が
交
流
電
車
線
と
交
差
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
架
空
電
線
又
は
そ
の
支
持
物
と
交
流
電
車
線
と
の
離
隔
距
離
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
架
空
電
線
に
は
、
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
断
面
積
三
八
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
亜
鉛
め
つ
き
綱
よ
り
線
で
あ
つ
て
、
引
つ
張
り
荷
重
が
二
九
、
四
〇
〇
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
の
も
の
（
交
流
電
車
線
と
交
差
す

る
部
分
を
含
む
径
間
に
お
い
て
接
続
点
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
ち
よ
う
架
し
て
設
置
す
る
こ
と
。

三
　
電
柱
（
木
柱
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
太
さ
が
末
口
で
一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
安
全
係
数
が
二
・
〇
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
電
柱
（
鉄
塔
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
線
路
の
方
向
に
交
差
す
る
側
の
反
対
側
及
び
線
路
と
直
角
の
方
向
に
そ
の
両
側
に
支
線
を
設
け
る
こ
と
。

五
　
架
空
電
線
の
直
線
部
分
（
五
度
以
下
の
水
平
角
度
を
な
す
箇
所
を
含
む
。
）
を
支
持
す
る
支
持
物
相
互
間
の
距
離
の
差
が
大
で
あ
る
箇
所
、
架
空
電
線
が
五
度
を
超
え
る
水
平
角
度
を
な
す
箇
所
又
は
全
架
渉
線
を
引
き
留
め
る
箇

所
に
使
用
す
る
木
柱
、
鉄
柱
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
柱
で
あ
つ
て
、
安
全
係
数
が
一
・
五
未
満
の
も
の
に
は
、
不
平
均
張
力
に
よ
る
水
平
力
に
耐
え
る
支
線
又
は
支
柱
を
設
け
る
こ
と
。

（
架
空
強
電
流
電
線
と
同
一
の
支
持
物
に
架
設
す
る
架
空
電
線
）

第
十
四
条
　
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
電
線
を
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
二
以
上
の
同
一
の
支
持
物
に
連
続
し
て
架
設
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
架
空
電
線
を
架
空
強
電
流
電
線
の
下
と
し
、
架
空
強
電
流
電
線
の
腕
金
類
と
別
の
腕
金
類
に
架
設
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
架
空
強
電
流
電
線
が
低
圧
で
あ
つ
て
高
圧
強
電
流
絶
縁
電
線
、
特
別
高
圧
強
電
流
絶
縁
電
線
若
し
く
は

強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
で
あ
る
と
き
、
又
は
架
空
電
線
の
導
体
が
架
空
地
線
（
架
空
強
電
流
線
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
内
蔵
若
し
く
は
外
接
し
て
設
置
さ
れ
る
光
フ
ア
イ
バ
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

二
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
離
隔
距
離
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
及
び
種
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
及
び
種
別

離
隔
距
離

低
圧

高
圧
強
電
流
絶
縁
電
線
、
特
別
高
圧
強
電
流
絶
縁

電
線
又
は
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル

三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

強
電
流
絶
縁
電
線

七
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
強
電
流
電
線
の
設
置
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
架
空
電
線
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
強
電
流
電
線
の
設
置
者

の
承
諾
を
得
た
と
き
は
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
）

高
圧

強
電
流
ケ
ー
ブ
ル

五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
架
空
電
線
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
強
電
流
電
線
の
設
置
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

そ
の
他
の
強
電
流
電
線

一
・
五
メ
ー
ト
ル

（
強
電
流
電
線
の
設
置
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
一
メ
ー
ト
ル
（
架
空
電
線
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
強
電
流
電
線
の
設
置
者
の
承
諾
を

得
た
と
き
は
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
）

２
　
架
空
電
線
を
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
一
の
同
一
の
支
持
物
に
限
つ
て
架
設
す
る
と
き
は
、
第
十
条
第
一
項
の
離
隔
距
離
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
架
空
強
電
流
電
線
の
設
置
者
の
承
諾
を

得
、
か
つ
、
架
空
電
線
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
が
高
圧
で
あ
つ
て
、
そ
の
種
別
が
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
で
あ
る
と
き
は
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
高
圧

強
電
流
絶
縁
電
線
又
は
特
別
高
圧
強
電
流
絶
縁
電
線
で
あ
る
と
き
は
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
架
空
電
線
を
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
同
一
の
支
持
物
に
架
設
す
る
場
合
に
は
、
架
空
線
路
の
垂
直
配
線
（
支
持
物
の
長
さ
の
方
向
に
架
設
さ
れ
る
電
線
及
び
強
電
流
電
線
並
び
に
そ
の
附
属
物
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
架
空
強
電
流
線
路
の
垂
直
配
線
と
支
持
物
を
挟
ん
で
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
架
空
線
路
の
垂
直
配
線
が
架
空
強
電
流
線
路
の
垂
直
配
線
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
と
き
又
は
架
空
線
路
の
垂
直

配
線
が
ケ
ー
ブ
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
架
空
強
電
流
線
路
の
垂
直
配
線
が
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
直
接
接
触
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
支
持
物
に
堅
ろ
う
に
設
置
す
る
と
き
は
、
支
持
物
の
同
側
に
設

置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
架
空
電
線
（
電
力
保
安
用
の
も
の
及
び
電
気
鉄
道
の
専
用
敷
地
内
に
設
置
す
る
電
気
鉄
道
用
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
特
別
高
圧
の
架
空
強
電
流
電
線
と
同
一
の
支
持
物
に
架
設
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
架
空
強
電
流
電
線
の
使
用
電
圧
が
三
五
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
架
空
強
電
流
電
線
が
、
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
又
は
断
面
積
が
五
五
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
硬
銅
よ
り
線
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
さ
の
よ
り
線
を
使
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
架
空
電
線
は
、
架
空
強
電
流
電
線
の
下
と
し
、
別
個
の
腕
金
類
に
設
置
す
る
こ
と
。

ニ
　
架
空
電
線
と
架
空
強
電
流
電
線
と
の
離
隔
距
離
は
、
二
メ
ー
ト
ル
（
架
空
強
電
流
電
線
が
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
の
と
き
は
、
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
架
空
電
線
の
導
体
が
架
空
地
線
に
内
蔵
又
は
外
接
し
て
設
置
さ
れ
る
光
フ
ア
イ
バ
で
あ
る
こ
と
。

５
　
第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
架
空
電
線
を
架
空
強
電
流
電
線
と
同
一
の
支
持
物
に
架
設
す
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
強
電
流
電
線
に
重
畳
さ
れ
る
通
信
回
線
の
保
安
装
置
）

第
十
五
条
　
令
第
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
保
安
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
保
安
装
置
又
は
こ
れ
と
同
等
の
保
安
機
能
を
有
す
る
装
置
と
す
る
。

注一
　
Ｃ
Ｃ
は
、
結
合
コ
ン
デ
ン
サ
ー
（
結
合
ア
ン
テ
ナ
を
含
む
。
）
と
す
る
。

二
　
Ｃ
Ｆ
は
、
結
合
フ
イ
ル
タ
ー
と
す
る
。

三
　
Ｌ
１
は
、
動
作
開
始
電
圧
が
交
流
二
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
三
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
に
調
整
さ
れ
た
球
状
放
電
ギ
ヤ
ツ
プ
と
す
る
。

四
　
Ｌ
２
は
、
動
作
開
始
電
圧
が
交
流
一
、
三
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
一
、
六
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
に
調
整
さ
れ
た
放
電
ギ
ヤ
ツ
プ
と
す
る
。

五
　
Ｌ
３
は
、
交
流
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
で
動
作
す
る
避
雷
器
と
す
る
。

六
　
Ｆ
は
、
定
格
電
流
一
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
包
装
ヒ
ユ
ー
ズ
と
す
る
。

七
　
Ｓ
は
、
接
地
用
開
閉
器
と
す
る
。

八
　
Ｄ
Ｒ
は
、
電
流
容
量
二
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
排
流
線
輪
と
す
る
。

九
　
Ｆ
Ｄ
は
、
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
と
す
る
。

十
　
Ｅ
１
及
び
Ｅ
２
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
接
地
と
す
る
。

（
地
中
電
線
の
設
備
）

第
十
六
条
　
令
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
地
中
電
線
を
地
中
強
電
流
電
線
か
ら
同
条
に
規
定
す
る
距
離
に
お
い
て
設
置
す
る
場
合
に
は
、
地
中
電
線
と
地
中
強
電
流
電
線
と
の
間
に
堅
ろ
う
か
つ
耐
火
性
の
隔
壁
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
地
中
強
電
流
電
線
の
設
置
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
難
燃
性
の
防
護
被
覆
を
使
用
し
、
か
つ
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

イ
　
地
中
強
電
流
電
線
に
接
触
し
な
い
よ
う
に
設
置
す
る
場
合

ロ
　
地
中
強
電
流
電
線
の
電
圧
が
二
二
二
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
場
合

二
　
導
体
が
光
フ
ア
イ
バ
で
あ
る
場
合

三
　
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
中
強
電
流
電
線
（
そ
の
電
圧
が
一
七
〇
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
と
の
離
隔
距
離
が
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に
設
置
す
る
場
合

第
十
七
条
　
令
第
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
地
中
電
線
の
金
属
製
の
被
覆
又
は
管
路
と
地
中
強
電
流
電
線
の
金
属
製
の
被
覆
又
は
管
路
と
の
接
続
箇
所
に
、
強
電
流
設
備
か
ら
有
線
電
気
通
信
設
備

に
流
入
す
る
危
険
な
電
流
を
防
止
し
、
又
は
制
限
す
る
た
め
設
置
す
る
ヒ
ユ
ー
ズ
、
開
閉
器
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
装
置
と
す
る
。

（
屋
内
電
線
と
屋
内
強
電
流
電
線
と
の
交
差
又
は
接
近
）

第
十
八
条
　
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
屋
内
電
線
が
低
圧
の
屋
内
強
電
流
電
線
と
交
差
し
、
又
は
同
条
に
規
定
す
る
距
離
以
内
に
接
近
す
る
場
合
に
は
、
屋
内
電
線
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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一
　
屋
内
電
線
と
屋
内
強
電
流
電
線
と
の
離
隔
距
離
は
、
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
屋
内
強
電
流
電
線
が
強
電
流
裸
電
線
で
あ
る
と
き
は
、
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
内
強
電
流
電
線
が
三
〇
〇
ボ

ル
ト
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
屋
内
電
線
と
屋
内
強
電
流
電
線
と
の
間
に
絶
縁
性
の
隔
壁
を
設
置
す
る
と
き
、
又
は
屋
内
強
電
流
電
線
が
絶
縁
管
（
絶
縁
性
、
難
燃
性
及
び
耐
水
性
の
も
の
に
限
る
。
）
に
収
め
て
設
置
さ
れ
て

い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
屋
内
強
電
流
電
線
が
、
接
地
工
事
を
し
た
金
属
製
の
、
又
は
絶
縁
度
の
高
い
管
、
ダ
ク
ト
、
ボ
ツ
ク
ス
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
管
等
」
と
い
う
。
）
に
収
め
て
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
、
又
は
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
で

あ
る
と
き
は
、
屋
内
電
線
は
、
屋
内
強
電
流
電
線
を
収
容
す
る
管
等
又
は
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
に
接
触
し
な
い
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
。

三
　
屋
内
電
線
と
屋
内
強
電
流
電
線
と
を
同
一
の
管
等
に
収
め
て
設
置
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
屋
内
電
線
と
屋
内
強
電
流
電
線
と
の
間
に
堅
ろ
う
な
隔
壁
を
設
け
、
か
つ
、
金
属
製
部
分
に
特
別
保
安
接
地
工
事
を
施
し
た
ダ
ク
ト
又
は
ボ
ツ
ク
ス
の
中
に
屋
内
電
線
と
屋
内
強
電
流
電
線
を
収
め
て
設
置
す
る
と
き
。

ロ
　
屋
内
電
線
が
、
特
別
保
安
接
地
工
事
を
施
し
た
金
属
製
の
電
気
的
遮
へ
い
層
を
有
す
る
ケ
ー
ブ
ル
で
あ
る
と
き
。

ハ
　
屋
内
電
線
が
、
光
フ
ア
イ
バ
そ
の
他
金
属
以
外
の
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
き
。

２
　
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
屋
内
電
線
が
高
圧
の
屋
内
強
電
流
電
線
と
交
差
し
、
又
は
同
条
に
規
定
す
る
距
離
以
内
に
接
近
す
る
場
合
に
は
、
屋
内
電
線
と
屋
内
強
電
流
電
線
と
の
離
隔
距
離
が
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と

な
る
よ
う
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
屋
内
強
電
流
電
線
が
強
電
流
ケ
ー
ブ
ル
で
あ
つ
て
、
屋
内
電
線
と
屋
内
強
電
流
電
線
と
の
間
に
耐
火
性
の
あ
る
堅
ろ
う
な
隔
壁
を
設
け
る
と
き
、
又
は
屋
内
強
電
流
電
線
を
耐

火
性
の
あ
る
堅
ろ
う
な
管
に
収
め
て
設
置
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
屋
内
電
線
が
特
別
高
圧
の
屋
内
強
電
流
電
線
で
あ
つ
て
、
ケ
ー
ブ
ル
で
あ
る
も
の
か
ら
同
条
に
規
定
す
る
距
離
に
接
近
す
る
場
合
に
は
、
屋
内
電
線
は
、
屋
内
強
電
流
電
線
と
接
触
し
な
い
よ
う
に

設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
安
機
能
）

第
十
九
条
　
令
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
有
線
電
気
通
信
設
備
に
は
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
及
び
次
項
第
三
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
安
装
置
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

そ
の
線
路
が
地
中
電
線
で
あ
つ
て
、
架
空
電
線
と
接
続
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
、
又
は
導
体
が
光
フ
ア
イ
バ
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
屋
内
の
有
線
電
気
通
信
設
備
と
引
込
線
と
の
接
続
箇
所
及
び
線
路
の
一
部
に
裸
線
及
び
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
ケ
ー
ブ
ル
と
ケ
ー
ブ
ル
以
外
の
電
線
と
の
接
続
箇
所
に
、
交
流
五
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
で
動
作

す
る
避
雷
器
及
び
七
ア
ン
ペ
ア
以
下
で
動
作
す
る
ヒ
ユ
ー
ズ
若
し
く
は
五
〇
〇
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
以
下
で
動
作
す
る
熱
線
輪
か
ら
な
る
保
安
装
置
又
は
こ
れ
と
同
等
の
保
安
機
能
を
有
す
る
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
雷
又

は
強
電
流
電
線
と
の
混
触
に
よ
り
、
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
若
し
く
は
物
件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
前
号
の
避
雷
器
の
接
地
線
を
架
空
電
線
の
支
持
物
又
は
建
造
物
の
壁
面
に
沿
つ
て
設
置
す
る
と
き
は
、
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。

２
　
令
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
中
継
増
幅
器
に
き
電
す
る
場
合
に
は
、
線
路
に
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
線
路
、
中
継
増
幅
器
及
び
き
電
装
置
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ケ
ー
ブ
ル
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
き
電
電
圧
が
高
圧
の
場
合
に
は
、
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
に
あ
つ
て
は
、
内
部
導
体
と
外
部
導
体
又
は
金
属
製
の
外
被
と
の
間
、
平
衡
ケ
ー
ブ
ル
に
あ
つ
て
は
、
心
線
相
互
間
又
は
心
線
と
外
被
と
の
間
（
外
被
が
絶
縁
性
の
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
心
線
と
大
地
と
の
間
）
に
、
き
電
電
圧
の
一
・
五
倍
の
電
圧
を
連
続
し
て
一
〇
分
間
加
え
た
と
き
こ
れ
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
き
電
電
圧
が
低
圧
の
場
合
に
は
、
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
に
あ
つ
て
は
、
内
部
導
体
と
外
部
導
体
又
は
金
属
製
の
外
被
と
の
間
、
平
衡
ケ
ー
ブ
ル
に
あ
つ
て
は
、
心
線
相
互
間
又
は
心
線
と
金
属
製
の
外
被
と
の
間
の
絶
縁
抵
抗
が
、

き
電
電
圧
が
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
二
メ
グ
オ
ー
ム
以
上
、
三
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
四
メ
グ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
ケ
ー
ブ
ル
の
金
属
製
の
外
被
（
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
で
金
属
製
の
外
被
が
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
外
部
導
体
）
並
び
に
中
継
増
幅
器
及
び
き
電
装
置
の
き
よ
う
体
を
接
地
す
る
こ
と
。

三
　
き
電
電
圧
が
高
圧
の
場
合
に
お
け
る
き
電
装
置
に
は
、
ケ
ー
ブ
ル
の
絶
縁
破
壊
を
防
止
す
る
た
め
別
に
告
示
す
る
保
安
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

３
　
令
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
有
線
電
気
通
信
設
備
の
機
器
（
電
源
機
器
を
除
く
。
）
と
そ
の
電
源
機
器
（
き
電
装
置
を
除
く
。
）
と
を
接
続
す
る
電
線
は
、
心
線
相
互
間
及
び
心
線
と
大
地
と
の
間
並
び
に
有
線
電
気
通
信
設
備
の

機
器
の
電
気
回
路
相
互
間
及
び
電
気
回
路
と
き
よ
う
体
と
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
絶
縁
耐
力
及
び
絶
縁
抵
抗
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
絶
縁
抵
抗
は
、
使
用
電
圧
が
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
二
メ
グ
オ
ー
ム
以
上
、
三
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
る
低
圧
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
四
メ
グ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
使
用
電
圧
が
高
圧
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
電
圧
の
一
・
五
倍
の
電
圧
を
連
続
し
て
一
〇
分
間
加
え
た
と
き
こ
れ
に
耐
え
る
こ
と
。

４
　
令
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
有
線
電
気
通
信
設
備
の
機
器
の
金
属
製
の
台
及
び
き
よ
う
体
並
び
に
架
空
電
線
の
ち
よ
う
架
用
線
は
、
接
地
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
な
場
所
に
危
険
の
な
い
よ
う
に
設
置
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
令
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
架
空
地
線
に
内
蔵
又
は
外
接
し
て
設
置
さ
れ
る
光
フ
ア
イ
バ
を
導
体
と
す
る
架
空
電
線
に
接
続
す
る
電
線
は
、
架
空
地
線
（
当
該
架
空
電
線
の
金
属
製
部
分
を
含
む
。
）
と
電
気
的
に
接
続
し
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
雷
又
は
強
電
流
電
線
と
の
混
触
に
よ
り
、
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
若
し
く
は
物
件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
有
線
電
気
通
信
設
備
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号
。
以
下
「
改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
六
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
改
正
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
有
線
電
気
通
信
設
備
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
及
び
改
正
前
の
有
線
電
気
通
信
設
備
令
施
行
規
則
の

規
定
に
適
合
す
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
二
月
一
四
日
郵
政
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
〇
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
五
八
号
）
　
抄
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１
　
こ
の
省
令
は
、
有
線
電
気
通
信
設
備
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
改
正
前
の
有
線
電
気
通
信
設
備
令
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
郵
政
省
令
第
二
号
）
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
六
月
一
六
日
郵
政
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
一
四
日
郵
政
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
一
日
総
務
省
令
第
一
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
九
日
総
務
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
一
六
日
総
務
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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